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令和７年度千葉県地域職業訓練実施計画 

 

令和７年４月 

 

１ 総 説 

（１） 計画のねらい 

国及び千葉県が実施する職業訓練（以下「ハロートレーニング」という。）は、職業能力開発

促進法＊１に基づき実施する公共職業訓練＊２及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の

支援に関する法律＊３（以下「支援法」という。）第２条に規定する特定求職者（以下「特定求職

者」という。）に対する支援法第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練

（以下「求職者支援訓練」という。）である。 

この計画は、国及び千葉県が一体となって、特定求職者、離職者を含む求職者等に対して、

地域の職業訓練ニーズを踏まえた職業訓練受講の機会を十分に確保し、実施するための必要な

事項を定めたものである。 

※ハロートレーニングの内訳及び実施主体 

 〇公共職業訓練 

・千葉県 

・国（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構【ポリテクセンター千葉、ポリテ

クセンター君津、ポリテクカレッジ千葉(成田校含む)、高度ポリテクセンター】） 

〇求職者支援訓練 

・国（千葉労働局） 

 
*１ 昭和 44 年法律第 64 号 
*２ 離職者訓練、在職者訓練、学卒者訓練、障害者等に対する訓練 
*３ 平成 23 年法律第 47 号。 

 

（２） 計画期間 

計画期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 

（３） 計画の改定 

この計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

 

２ 労働市場の動向と課題等 

（１） 労働市場の動向と課題 

令和６年の有効求人倍率は0.98倍となり、令和６年９月から１倍を超え、令和６年１２月

は1.03倍と、雇用失業情勢は緩やかに持ち直しているものの、動きに弱さがみられる。 

一方、コロナ禍からの経済活動の再開に伴って人手不足が再び深刻化している産業も多く、

社会全体での有効な人材活用が必要であり、そのためには一人ひとりの意欲と能力に応じた多

様な働き方を可能とし、労働生産性を高めて賃金上昇の好循環を実現していくことが求められ

る。 
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さらに、デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーションの進

展といった大きな変革の中で、中小企業等の着実な事業展開、生産性や技能・技術の向上のた

めに必要となる人材の確保、育成が求められており、これらのニーズに合った人材の確保、育

成を推進するためには、そのニーズを的確に把握し、求職者・労働者の多様な属性等も踏まえ

た精度の高い職業能力開発の機会を確保・提供することが重要である。  

 

（２） 令和６年度におけるハロートレーニングの実施状況（12 月末現在） 

※公共職業訓練（離職者訓練）のうち、施設内訓練の就職率は令和６年９月末までに終了したコース、 
委託訓練の就職率は令和６年６月末までに終了したコースの３ヶ月後の実績。 

  

訓練コース・実施機関 受講者数(人) 就職率 

離職者訓練 

施設内訓練 

千葉県 73 89.7% 

機構千葉支部 616 87.5% 

 

ポリテクセンター千葉 517 - 

ポリテクセンター君津 79 - 

高度ポリテクセンター 20 - 

委託訓練 

千葉県 1,566 76.2% 

 

長期高度人材 80 - 

介護職員初任者研修等 193 - 

託児付き 160 - 

在職者訓練 施設内訓練 

千葉県 129 - 

機構千葉支部 8,781 - 

 

ポリテクセンター千葉 1,216 - 

ポリテクセンター君津 156 - 

ポリテクカレッジ千葉 928 - 

高度ポリテクセンター 6,481 - 

学卒者訓練 施設内訓練 

千葉県 84 - 

機構千葉支部 90 - 

 ポリテクカレッジ千葉 90 - 

障害者訓練 
施設内訓練 千葉県 43 - 

委託訓練 千葉県 98 - 

求職者支援訓練 
基礎コース 254 - 

実践コース 1,130 - 
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３ 計画期間中のハロートレーニングの実施方針 

①応募倍率が低い分野（人手不足分野である「介護・医療・福祉分野」）があること 

・応募倍率は約 70％であり、引き続き改善の余地がある 

②就職率が低い分野（成長分野であるデジタル分野（IT 分野・デザイン分野））があること 

・両分野における就職率は49～58％で比較的低調であり、引き続き改善の余地がある 

③デジタル人材が質・量とも不足していること 

・訓練コースや定員数は増加傾向にあるが、依然としてデジタル人材は不足している 

といった課題がみられた。 

 

これらの課題の解消を目指し、令和７年度の公的職業訓練は以下の方針に基づいて実施する。 

①については、引き続き、応募倍率の上昇に向け、求職者の介護分野等の仕事や訓練に関する

理解促進のため、訓練見学会等への参加を積極的に働きかけるとともに、訓練コースの内容や効

果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。また、職場見学、職場体験、職場実習のいずれかをカリキ

ュラムに組み込むことや、グループワーク等コミュニケーション能力の向上を目的としたカリキ

ュラムの導入を促進する。 

②については、IT 分野、デザイン分野とも、就職率の向上に向け、求人ニーズに即した効果

的な訓練内容かの検討も併せて行う。また、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コースを選

択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施施設による事

前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。特に委託訓練については、効果的な周知広報

等、受講者数増加のための取組も併せて行う。あわせて、訓練修了者歓迎求人等の確保を推進す

るとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得することができるスキル等の訓練効果を広

く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

③については、引き続き、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、グループワーク等コミ

ュニケーション能力向上を目的としたカリキュラムの導入と併せて、コース設定の促進を図る。 

 

その他、各産業分野において人材不足問題が深刻化しているなか、人材不足分野の人材育成の

ため、訓練受講者数を確保する必要があることから、構造的に入職者が減少傾向にある建設分野

においては、ポリテクセンター君津が実施する産業機械オペレーション科を中心に、建設人材の

確保・育成を図る。  

さらに、企業は新たな成長に向けた人材開発（人への投資）における「学び・学び直し」の重

要性を十分認識し、労働者も自律的・主体的かつ継続的な「学び・学び直し」に積極的に取り組

むことが求められていることから、専門的知識及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓

練を実施するとともに、高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置している生産性向上人材育成支

援センターにおいては、幅広い分野の事業主からのデジタル人材や生産性向上に関する相談等に

対応し、課題の解消に向けた適切な職業訓練のコーディネート等の事業主支援を実施する。 

また、千葉県立テクノスクール（高等技術専門校）においては、デジタル分野などで職業に必

要な技能や知識を習得しようとする方を対象に、在職者訓練「ちば企業人スキルアップセミナー」

を実施する。 
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４ 計画期間中のハロートレーニングの対象者数等 

 

（１） 離職者に対する公共職業訓練 

 

【施設内訓練】 

離職者を対象に、20 科、1,046 人（障害者向け訓練を除く）の定員で実施し、訓練受講者

の就職率は 82.5％を目標とする。 

 

・千葉県は、離職者を対象に訓練期間 6ヶ月～1年間の訓練を実施する。 

校  名 定員 訓 練 科 

市原テクノスクール 70 人 塗装科、ビルメンテナンス科、非破壊検査科 

船橋テクノスクール 12 人 金属加工科 

我孫子テクノスクール 40 人 造園科 

東金テクノスクール 54 人 建築科、左官技術科、同科（デュアルシステム） 

合  計 176 人 ８科 

 

 

・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構は、雇用失業情勢及び事業主等の人材ニーズをもと

に、雇用のセーフティネットとして早期に再就職するための訓練として、離職者を対象に訓

練期間４ヶ月～７ヶ月間の訓練を実施する。 

校  名 定員 訓 練 科 

ポリテクセンター千葉 

（千葉職業能力開発促進センター） 
684 人 

テクニカルオペレーション科 

テクニカルメタルワーク科 

電気設備技術科 

スマート生産サポート科 

住宅リフォーム技術科 

ビル管理技術科 

生産システム技術科 

ＩＯＴシステム技術科 

ポリテクセンター君津 

（ 同 君津訓練センター） 
146 人 

テクニカルオペレーション科 

テクニカルメタルワーク科 

産業機械オペレーション科 

高度ポリテクセンター 

（ 同 高度訓練センター） 
40 人 デジタル機械設計科 

合  計 870 人 12 科 

 

 

 

 



- 5 - 
 

【委託訓練】 

離職者を対象に、171 コース、3,570 人の定員で実施し、訓練受講者の就職率は 75.0％を目

標とする。 

・千葉県は、離職者等再就職訓練を民間教育訓練機関に委託し、離職者を対象に訓練期間 

２ヶ月～６ヶ月（長期高度人材育成コースは２年間）の訓練を実施する。 

訓練コース名 コース 定員 主な訓練分野 

長期高度人材育成コース 16 127 人 

保育士養成コース（２年間） 

介護福祉士養成コース（２年間） 

専門人材育成コース（２年間） 

離職者一般コース 46 1,104 人 
事務分野、簿記･経理分野 

情報分野など 

デジタル人材育成コース 25 606 人 情報分野（プログラミングなど） 

介護職員初任者研修等 37 684 人 介護分野 

デュアルコース 14 336 人 事務分野、情報分野、介護分野など 

建設人材育成コース 4 80 人 建設分野 

託児付きコース 15 360 人 事務分野、情報分野、介護分野など 

e ラーニングコース 6 90 人 事務分野、情報分野など 

高齢求職者スキルアップ・ 

スキルチェンジコース 
7 168 人 事務分野、情報分野、介護分野など 

大型自動車一種運転業務従事

者育成コース 
1 15 人 運送分野における運転業務 

合  計 171  3,570 人  

 

 

（２） 在職者に対する公共職業訓練等 

在職者を対象に、988 コース、13,813 人の定員で、溶接、電気工事、機械加工、木造建築な

ど、キャリアアップのための訓練を施設内で実施する。 

 

・千葉県は、４施設において、38コース、347 人の定員で実施する。 

校  名 コース 定員 主な訓練分野 

市原テクノスクール 4 54 人 電気工事 

船橋テクノスクール 25 234 人 
溶接、機械技術、冷凍空調設備、電気工

事、ＯＡシステム、システム設計 

我孫子テクノスクール 3 18 人 造園 

東金テクノスクール 6 41 人 
木造建築、左官・タイル施工、 

広告美術 

合  計 38 347 人  
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・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構は、５施設において、950 コース、13,466 人の定員

で実施する。 

校  名 コース 定員 主な訓練科名（訓練分野） 

ポリテクセンター千葉 

（千葉職業能力開発促進センタ

ー） 

103 2,131 人 

機械設計・製図（開発）、機械加工、 

計測・測定技術、溶接・熱処理技術、 

制御技術、電気保全・保守点検、回

路設計技術、ＩｏＴ、ＩＣＴ、建築

設備管理、建築設備施工、建築設計、

生産管理 

ポリテクセンター君津 

（ 同 君津訓練センター） 
26 462 人 

機械設計・製図、機械加工、溶接、

測定・検査、教育・安全 

高度ポリテクセンター 

（ 同 高度訓練センター） 
727 9,609 人 

環境・安全、接合加工、機械設計、 

電気設備、組込みシステム、現場改

善・運営、機械保全、自動制御、測

定･検査、射出成形･金型、機械加工、

半導体、 

組込み・ＩＣＴ、パワーエレクトロ

ニクス、塑性加工･金型、電子回路、

画像･信号処理、通信システム、機械

設計･自動化、材料･表面 

ポリテクカレッジ千葉 

（千葉職業能力開発短期大学校） 

※成田校含む 

94 1,264 人 

機械設計、電子回路設計、制御シス

テム設計、機械加工、電力・電気・

通信設備工事、建築設備工事、生産

設備保全、工場管理 

合  計 950 13,466人  

 

（３） 学卒者に対する公共職業訓練等 

18 歳以上の若者を対象に、機械加工、電気工事などの施設内で訓練を実施する。 

・千葉県は、５施設において、9科、183 人の定員で実施する。 

校  名 定員 訓 練 科 

市原テクノスクール 53 人 自動車整備科、電気工事科 

船橋テクノスクール 70 人 
機械技術科、システム設計科、 

IoT システム科、冷凍空調設備科 

我孫子テクノスクール 20 人 造園科 

旭テクノスクール 20 人 自動車整備科 

東金テクノスクール 20 人 空間デザイン科 

合  計 183 人 9 科 
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・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構は、６科、125 人の定員で実施する。 

校  名 定員 訓 練 科 

ポリテクカレッジ千葉 

（千葉職業能力開発短期大学校） 

※成田校含む  

125 人 

電気エネルギー制御科 

電子情報技術科、住居環境科 

メカトロニクス技術科（10 月開講） 

生産技術科（成田校） 

航空機整備科（成田校） 

合  計 125 人 ６科 

 

 

（４） 障害者等に対する公共職業訓練 

【施設内訓練】 

身体・知的・精神障害者等を対象に、施設内で訓練を実施する。 

・千葉県は、２施設において、４科、90 人の定員で実施し、訓練受講者の就職率は 70.0％を

目標とする。 

校  名 定員 訓 練 科 

我孫子テクノスクール 10 人 事務実務科（知的障害者対象） 

障害者テクノスクール 80 人 

情報技術科(ＤＴＰ･Ｗｅｂデザインコース) 

情報技術科(福祉住環境・ＣＡＤコース) 

情報事務科(ＰＣビジネスコース) 

情報事務科(職域開拓コース) 

基礎実務科(基礎実務コース) 

基礎実務科(短期実務コース) 

合  計 90 人 ４科 

【委託訓練】 

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練を実施する。 

・千葉県は、民間教育訓練機関等に委託し、６コース、139 人の定員で実施し、訓練受講者

の就職率は 55.0％を目標とする。 

訓練コース名 訓練期間 定員 主な訓練概要等 

知識・技能習得訓練コース 

（集合訓練） 
２～３ヶ月 95 人 

ＰＣ技能習得コース、 

作業実務コース 

知識・技能習得訓練コース 

（デュアルシステム） 
２～３ヶ月 2 人 

集合訓練と職場実習を組み合せ

た訓練コース 

実践能力習得訓練コース １ヶ月 27 人 企業等の現場での作業実習 

ｅ－ラーニングコース ３ヶ月 3 人 ＩＴ技能の習得訓練 

特別支援学校早期訓練コース １ヶ月 10 人 在籍生徒への就職向上訓練 

在職者訓練コース ３ヶ月 2 人 雇用継続に資する訓練 

合  計 ６コース 139 人  
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（５） 求職者支援訓練 

非正規雇用労働者や自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができない者に対

する雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう訓練機会を提供するため、訓練認定

規模 2,306 人を上限とし、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を

目標とする。 

 

なお、訓練認定規模の割合は、以下のとおりとする。 

コース名（分野名） 定員 認定規模の割合 

基礎コース  692 人 30.0% 

 1,614 人 70.0% 

実践コース 

介護系 323 人 実践ｺｰｽ全体の 20.0% 

医療事務系 80 人 〃    5.0% 

デジタル系 
IT    242 人 

    〃    30.0% 
ﾃﾞｻﾞｲﾝ(WEB 系) 242 人 

営業・販売・事務系 565 人 〃      35.0%  

その他の成長分野等 

(建設、美容など) 
162 人 〃      10.0% 

合  計 2,306 人  

 

・訓練内容としては、基礎的能力のみを習得する職業訓練（基礎コース）も設定するが、基

礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業訓練（実践コース）を中心とする。 

・その際、成長分野とされている分野・職種に重点を置くとともに、地域における産業の動

向や求人ニーズを踏まえたものとするとともに、訓練規模を踏まえ、安定した就職の実現

に資する分野での訓練がより設定されるよう努めるものとする。出産・育児を理由とする

離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため、託児サービス付き訓練コース

の設定を推進する。 

・求職者支援訓練のうち、次の上限値以下で千葉県内の求職者支援訓練に新規参入となる職

業訓練を認定する。 

イ 基礎コース                  上限値 30％ 

ロ 実践コース          上限値 30％ 

・認定単位期間 

千葉県においては、１か月ごとに求職者支援訓練を認定する。 

注）地域職業訓練実施計画で定めたコース別・分野別の訓練認定規模を超えては認定しない。 

申請対象期間の設定数を超える認定申請がある場合は、 

イ 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから 

    ロ 実績枠については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

・訓練設定されない地域が発生しないよう、地域ニーズ枠を設け、当該地域に所在する訓練

実施施設を認定する。ただし、通所が１日もない eラーニングコース等については、地域

ニーズ枠の対象外とする。 
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イ 基礎コース           85 人 

ロ 実践コース          303 人 

     注）地域枠は、千葉県北西部の 12 市（我孫子市、市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、千葉市、流山市、 

習志野市、野田市、船橋市、松戸市、八千代市）以外の市町村に所在する訓練実施機関とする。 
 

・子の養育や介護を理由に外出が制限される者、居住地域に訓練実施機関がないことにより

職業訓練の受講が困難な地域に居住する特定求職者等、及び訓練の受講にあたって特に配

慮を必要とする特定求職者等を対象とした e ラーニングコースを確保するため、e ラーニ

ング枠を設ける。 

      e ラーニング枠 360 人 

・1 つの訓練コースに係る定員は 30 人を上限とする。 

・コース、分野、枠ごとの定員設定数に対する余剰定員が 5人以下の場合は、定員調整は行

わない（次点のコースの定員調整による選定は行わない）ものとする。 

・同一認定単位期間において、新規枠に余剰定員が発生した場合は、実績枠に振替えができ

るものとする。また、実績枠に余剰定員が発生した場合は、新規枠に振替えができるもの

とする。 

・同一認定単位期間において、地域ニーズ枠に余剰定員が発生した場合は、実績枠に振替え

ができるものとする。また、実績枠に余剰定員が発生した場合は、地域ニーズ枠に振替え

ができるものとする。 

・同一認定単位期間において、実践コースの介護系、医療事務系、デジタル系の余剰人員は、

営業・販売・事務系、その他に振替えができるものとする。 

 また、営業・販売・事務系、その他は、相互間で振替えができるものとする。 

・同一認定単位期間において、地域ニーズ枠に対して、実績枠と新規枠両方の申請があった

場合には、実績枠を優先して認定するものとする。 

・認定数が定員設定数を下回り余剰が生じた場合は、次期以降の認定単位期間の同コース・ 

同分野に繰り越すことができる。また、中止となったコースは、同一分野に繰り越すこと

ができる。 

・第３四半期、第４四半期においては、認定数が定員設定数を下回り余剰が生じた場合の繰

り越し分及び中止となったコースの繰り越し分については、基礎・実践コース間の振替え

や、実践コースの他の分野への振替えができるものとする。 

・申請が特定の分野に偏った場合は、千葉労働局及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機 

構で協議のうえ認定を調整することがある。 

・介護研修（介護福祉分野）の同一認定単位期間内の認定コース数は、同一市町村において

実績枠・新規枠ともに初任者研修 1コース、実務者研修 1コースを上限とする。 

・e ラーニング枠において、同一認定単位期間内に複数の訓練実施機関から申請があった場

合、同一機関の認定コース数は 1コースを上限とする。 

・認定単位期間ごとの具体的な定員及び認定申請期間については、千葉労働局及び (独)高

齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部のホームページで周知する。 
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５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

 

（１） 関係機関との連携 

千葉県内における職業訓練ニーズに応じ、千葉県、千葉労働局、（独）高齢・障害・求職者雇

用支援機構、有識者、産業界、教育訓練機関等が連携し、必要な訓練を総合的かつ一体的に企

画立案し、実施するとともに、関係者の連携・協力の下、計画的で実行ある訓練内容の検討を

行うこととする。 

また、ハローワークにおいては、受講者の確保が課題となる中、能動的な受講あっせんや訓

練見学会への誘導等を積極的に実施するとともに、受講者に対する訓練修了前から就職まで一

貫した支援のため、ハローワークと関係機関との連携の下、ジョブ・カードを活用したキャリ

アコンサルティング、求人情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 

（２） 千葉県地域職業能力開発促進協議会の開催 

ハロートレーニングを効果的に実施し、訓練修了者の就職を実現していく上で、国や都道府

県の関係行政機関はもとより、地域の訓練実施機関の団体や労使団体等の幅広い理解・協力が

求められるため、千葉県地域職業能力開発促進協議会を開催して、関係者の連携の下、地域の

実情を踏まえた、計画的で実効ある職業訓練の推進に資することとする。 

また、千葉県地域職業能力開発促進協議会においては、人材ニーズを適切に反映した訓練コ

ースの設定を推進するとともに、訓練効果の把握・検証を通じた訓練内容の改善を行う必要が

あることから、個別の訓練コースの訓練効果の把握・検証については、ハロートレーニング効

果検証ワーキンググループにおいて、訓練修了者や採用企業からヒアリングを行い、地域職業

訓練実施計画の策定に反映させる。 

 

（３） 地域リスキリング推進事業の実施 

産業構造や社会環境が大きく変化する中、デジタル・グリーン等の成長分野や人手不足分野

におけるリスキリングの必要性が高まっていることから、千葉県及び市町村において、地域に

必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）のため、デジタル・グリーン等成長分野や人

手不足分野におけるリスキリングの推進に資する事業（以下「地域リスキリング推進事業」と

いう。）を実施する。 

実施にあたっては、労働局や教育委員会、商工関連団体等、関係機関と連携しながら、以下

の地域リスキリング推進事業に幅広く取り組むこととする。 

（１）経営者等の意識改革・理解促進 

（２）リスキリングの推進サポート等 

（３）従業員（在職者）の理解促進・リスキリング支援 

なお、令和７年度に実施する地域リスキリング推進事業については、実施地方公共団体名・

事業名・事業概要等を記載した一覧を令和７年度に開催される地域職業能力開発促進協議会に

報告する。 


